
難
め
る
者
の
苦
を
輕
く
し
數
多
の
貴
重
な
る
人
命
を
救
ひ
慈
善
の
實

、
、
、
、
、
、
、

行
と
基
督
教
の
摸
範
と
を
亜
細
亜
洲
に
表
彰
し
て
イ
エ
ス
キ
リ
ス
ト

が
地
上
に
来
り
て
樹
立
せ
ん
と
な
し
た
る
彼
の
「
人
を
愛
せ
」
と
の

道
に
一
歩
を
進
む
る
こ
と
を
得
た
る
も
の
と
言
ふ
く
し
。
」
と
結
ん

で
い
る
。
な
お
、
次
の
一
文
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
「
右
ノ
ー
篇
ヲ

一
覧
ア
リ
テ
此
學
ヲ
翼
賛
シ
多
少
ノ
義
損
ヲ
賜
フ
ノ
諸
士
ア
ラ
バ
幸

二
左
記
ノ
所
マ
テ
御
一
報
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
乞
う
。
京
都
上
京
区
寺
町

通
丸
太
町
上
ル
、
本
校
創
立
事
務
假
本
部
新
島
襄
」

（
日
本
大
学
松
戸
歯
学
部
）

明
治
四
年
、
廃
藩
置
県
が
行
わ
れ
る
と
と
も
に
、
陸
軍
は
常
備
兵

を
国
内
各
地
に
配
置
す
る
政
策
を
進
め
た
。
鎮
台
や
屯
営
等
の
整
備

で
あ
る
。

鎮
台
や
屯
営
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
病
院
や
病
室
が
設
け
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
か
ら
、
そ
れ
ら
施
設
で
働
く
医
師
、
薬
剤
師
、
看
護
員
が

必
要
に
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
軍
は
平
時
の
勤
務
だ
け
で
は
な
く
、
有
時
、
野

戦
に
お
い
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
衛
生
要
員
も
そ
れ

に
対
応
で
き
る
特
性
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
衛
生

要
員
の
勤
務
す
る
機
関
等
は
大
別
し
て
次
の
三
つ
が
あ
っ
た
。

○
平
時
、
編
制
さ
れ
て
い
て
、
有
時
に
は
出
動
す
る
も
の
。
例
“

歩
兵
連
隊
（
以
下
「
部
隊
」
と
い
う
。
）

陸
軍
看
病
人
に
つ
い
て

黒
澤
嘉
幸
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一
着
病
人
に
つ
い
て

前
述
の
制
度
は
明
治
四
年
頃
か
ら
作
業
が
は
じ
ま
っ
た
と
考
え
ら

れ
、
明
治
五
年
の
「
在
外
会
計
部
大
綱
條
例
」
に
は
看
病
人
に
つ
い

て
記
録
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
看
病
人
の
資
格
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
明

治
六
年
五
月
八
日
に
改
正
さ
れ
た
陸
海
軍
武
官
官
等
表
で
、
看
病
人

は
会
計
部
下
士
と
し
て
一
等
看
病
人
（
曹
長
）
、
二
第
看
病
人
（
軍

曹
）
、
三
等
看
病
人
（
伍
長
）
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
服
装
は
陸
軍

会
計
部
下
士
官
の
服
装
で
、
サ
ー
尋
ヘ
ル
を
帯
び
て
い
た
。
明
治
六
年

に
は
病
兵
に
対
し
、
次
の
注
意
が
で
て
い
る
。

看
病
人
は
下
士
官
、
看
病
卒
は
兵
卒
と
同
等
で
あ
っ
て
、
医
官
に

○
平
時
、
有
時
と
も
国
内
に
あ
る
も
の
。
（
以
下
、
「
病
院
、
病

室
」
と
い
う
。
）

○
有
時
、
編
成
さ
れ
て
野
戦
に
勤
務
す
る
機
関
等
。
（
以
下
「
野

戦
衛
生
部
隊
」
と
呼
ぶ
。
）

陸
軍
が
明
治
初
期
に
考
え
た
衛
生
要
員
は
前
の
三
種
に
共
通
に
勤

務
で
き
る
要
員
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
医
師
は
医
官
、
薬
剤
師
は

薬
剤
官
、
看
護
要
員
は
看
病
人
、
看
病
卒
で
あ
っ
た
。

三
陸
軍
看
病
人
に
つ
い
て

明
治
二
十
一
年
十
二
月
、
新
し
く
陸
軍
看
病
人
の
制
度
が
つ
く
ら

れ
た
。こ

の
看
病
人
の
特
徴
は
、
雇
員
で
あ
っ
て
、
従
来
の
看
病
卒
の
業

務
に
あ
た
る
患
者
の
看
護
お
よ
び
看
護
に
関
す
る
雑
務
を
任
務
と
し

た
。

こ
の
看
病
人
は
病
院
、
病
室
に
勤
務
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
明
治

二
十
七
、
八
年
戦
役
に
は
野
戦
病
院
の
看
護
要
員
と
し
て
、
出
征
し

た
が
、
明
治
三
十
二
年
、
野
戦
衛
生
部
隊
の
定
員
か
ら
削
除
さ
れ

二
看
病
人
の
名
称
変
更

明
治
十
六
年
五
月
、
看
病
人
は
看
護
長
に
変
更
さ
れ
た
。
明
治
十

八
年
の
武
官
俸
給
表
に
は
、
一
等
、
二
等
、
三
等
看
護
長
と
し
て
載

せ
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が
い
、
病
室
の
一
切
を
取
締
り
あ
る
い
は
看
護
を
行
う
も
の
で

あ
る
か
ら
、
病
兵
は
使
役
に
使
っ
て
は
い
け
な
い
。
た
が
い
に
敬
礼

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
ら
の
看
病
人
は
徴
兵
で
は
な
く
、
志
願
制
で
あ
っ
た
。
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た
。
ま
た
、
明
治
四
十
二
年
、
こ
の
制
度
は
全
廃
さ
れ
、
看
病
人
は

陸
軍
看
護
体
制
か
ら
消
滅
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（
埼
玉
県
所
沢
市
）

長
谷
川
泰
（
長
岡
市
出
身
）
の
経
営
す
る
「
済
生
学
舎
」
が
、
明

治
九
年
か
ら
三
十
六
年
八
月
末
日
の
廃
校
迄
に
日
本
の
開
業
医
、
特

に
西
洋
医
学
を
学
ん
だ
医
師
の
半
数
以
上
を
養
成
し
た
事
は
、
医
学

史
上
重
要
な
意
義
を
有
す
る
。

そ
の
中
に
野
口
英
世
や
吉
岡
弥
生
・
光
田
健
輔
が
居
た
事
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
。

済
生
学
舎
創
立
時
の
記
録
は
今
日
極
め
て
少
な
く
不
明
な
点
が
多

い
。
そ
こ
で
筆
者
は
東
京
都
公
文
書
館
に
残
る
資
料
、
其
の
他
の
文

献
に
基
い
て
創
立
前
後
の
様
子
を
述
べ
て
象
た
い
。

長
谷
川
泰
は
東
京
医
学
校
校
長
心
得
（
副
校
長
）
の
地
位
に
あ
っ

た
が
、
初
代
校
長
相
良
知
安
の
よ
き
協
力
者
で
あ
っ
た
た
め
、
ド
イ

ツ
医
学
導
入
問
題
、
藩
閥
政
治
の
波
に
か
ら
み
、
明
治
七
年
八
月
二

創
立
時
の
「
済
生
学
舎
」
の
人
脈

唐
沢
信
安
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